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 漁業経営の安

定と担い手の確

保を図るため、つ

くり・育て・管理

する漁業の推進、

漁場環境の保全、

流通機能の強化、

効率的な漁業活

動の推進を図る。 
 また、内水面増

養殖、環境保全、

遊漁等、内水面漁

業の振興を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 機 械 整 備 】 

・一般地域 
1,000～50,000千円 

※１ 
(3/10以内) 
 
・中山間地域 
1,000～50,000千円 

※１ 
(1/3以内) 
 

 
【 施 設 整 備 】 

・一般地域 
1,000～50,000千円 

※１ 
(4.5/10以内 ※２ 
うち機械3/10以内) 
 
・中山間地域 
1,000～50,000千円 

※１ 
(5/10以内 ※２ 
うち機械1/3以内) 
 
※１ 

内水面漁業近代化施設

等整備の錦鯉生産施設

等整備以外に取り組む

場合の補助金算定事業

費は、一般地域、中山間

地域1,000～20,000 

千円 

※２ 
 直売及び地域食材活

用飲食施設整備は、一

般地域 3/10以内、中山

間地域1/3以内 
 
 
 
 

 
ア 漁業近代化施設等整備 
  効率的な漁業活動を行うために必

要な機械・施設等の整備 
 
イ 漁業経営・担い手対策施設等整備 
  意欲と能力のある経営体の育成や

合併による漁協の経営基盤強化のた

めに必要な機械・施設等の整備 
 
ウ 水産物流通機能改善施設等整備 
  産地機能の強化と付加価値の高い

水産物及び安心・安全な水産物の供

給のために必要な機械・施設等の整

備 
 
エ 持続的漁業生産環境施設等整備 
  漁業資源の維持増大と漁場環境の

保全を推進するために必要な機械・

施設等の整備 
 
オ 内水面漁業近代化施設等整備 
  内水面漁業の近代化や漁場環境保

全のために必要な機械・施設等の整

備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・市町村 
・漁業者等の組織

する団体（内水面

養殖業を営む者

の組織する団体

を含む） 
・農業協同組合 
・漁業協同組合 
・新潟県漁業協同

組連合会 
・新潟県内水面漁

業協同組合連合

会 
・第３セクター 
・公益社団法人新

潟県水産振興協

会 
・一般社団法人新

潟県さけます増

殖協会 
・漁業法人 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
採 択 基 準 

 
 
１ 補助の対象施設等は、生産活動の維持・向上により安定的に水産振興が図られるものとする。 
 
２ 「新潟県水産振興戦略」又は「新潟県内水面水産振興計画」に則しているものであること。 
 
３ 安心・安全な水産物の供給に必要な機械・施設等の整備については、受益者の衛生管理に対する取組意識が

高く、一貫した衛生管理体制が確保されるものに限る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


